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シ

ン

ガ

ポ

ー
ル

の

国
民
統
合
と

宗
教
問
対
話

山

　
下
　
博

　
司

　
シ

ン

ガ
ポ

ー
ル

は
一

九
六
五

年
に

独
立
を

果
た
し
た

近

代
的
都

市
国
家

で

あ
る

。

総

人
ロ

（

二

〇
〇
五

年）

は

三

五

五

万
人

余
。

国
籍
所
持
者
と

永
住
権
取
得
者
を

併
せ

た

民
族

集
団

別
の

人
口

構

成
は
、

華
人
系
七
五
・

六

％
、

マ

レ

ー
系

＝
二

・

六

％
、

イ
ン

ド

系
八
・
七
％

等
と

な

っ

て

い

る
。

政
府
は
宗
教

活
動
に

政
策
的
に

介
入
し、

祭
儀
の

挙

行
や

施
設
の

運

営
な

ど
に

陰
に

日

向
に

影
響
力
を

行
使
し、

宗

教
組
織
や
宗

教
儀
礼
の

あ
り
方

に

再
編
・

変
容
を

促
す
方
向
で

舵

取
り
を

図
っ

て

い

る
。

具
体
的
に

は、

個
人

・

家
族

経
営
の

寺
院
か

ら

組
織
が

管
理

す
る
寺
院
へ

の

移
行
（
及
び

そ

れ
に

伴
う
経
理

・

資
産
管
理
の

透
明
化
と

健
全

化
）

、

儀
礼
的

暴
力
の

要
素
を
も
つ

祭
事
か

ら

静

穏
な
祭

事
へ

の

移
行
（
そ
れ

に

伴
う
一

部
の

儀

礼
行
為
や

運
営

方
法
の

規
制）

等
が

そ

れ
で

あ

る
。

政
府
は

寺
院、

教

会、

モ

ス

ク

な
ど

を
束
ね
る

宗
教

連
合
組
織
の

存
在
を

重

視
し
、

そ
れ
ら

と

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

を

図
る

こ

と

で、

政
府
の

意
向

を
民

衆
に

伝

達
・

浸
透
さ

せ
、

併
せ

民
意
を
汲
み

取
る

チ

ャ

ン

ネ
ル

と
し

て

位
置
づ

け

て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

　

背
景
に

「

民
族
の

縦
割
り

」

と

い

う
同
国
の

特
殊

事
情
が
あ
る

。

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

グ
ル

ー
プ
が

違
え
ば
宗
教
も
食
習

慣
も

異
な

る

場
合
が

多
く、

集
団
間
で

親
交
を
結
ぶ

機
会
は

意

外
に

乏
し

い
。

こ

の

現
状
に

即
し
て、

政
府
が

「

宗
教
」

と
「

民
族
」

と

を

表
裏
一

体
の

も
の

と

捉
え

て

い

る
節

を

宗
教
政

策
の

端
々

に

垣

間
見
る

こ

と

が

で

き
る

。

宗
教
間
の

融
和
が
民

族

間
の

融
和
に

直

結
し

て

い

る

と
い

う
認

識
で

あ
る

。

　

国
内
で

多
数
の

信
徒
を
も

つ

道
教
に

は、

三

つ

の

寺
院
連

合
組
織
（
新

嘉
坡
三

清
道
教
会

、

新
加
坡
道
教
総
会

、

新
嘉
坡
道

教
協
会）

が

並
立
し

て

い

る
。

政
府
は

新
加
坡

道
教
総
会
に

道
教
を
代
表
す
る

位
置
づ

け
を
与

え
、

政

府
と

道
教

徒
と
の

仲
介
者
の

役
割
を
付
託
し

て

い

る
。

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教
の

場
合

、

組

織
化
さ

れ

た

四
つ

の

大
規
模
寺
院
を
所
有
す
る
ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

エ

ン

ド

ゥ
メ

ン

ツ
・

ボ

ー
ド

に

同
様
の

地
位
を

認
め

て

い

る。

イ

ス

ラ

ー
ム

で

は

MUIS

が
、

キ

リ

ス

ト

教
で

は

宗
派
毎
の

三

つ

の

組
織

が

該
当
す
る

。

仏
教、

ス

ィ

ク

教
等
の

組
織
も

対
象
と

な

っ

て

い

る
。

政

府
が

宗
教
問
関
係
の

構
築
に

積
極
姿
勢
を

見
せ

る

契
機
と

な

っ

た

の

は
、

二

〇
〇
一

年
の

同
時
多
発
テ

ロ

で

あ
る

。

民
族
の

違
い

が

宗
教
の

別
に

連

な
る

多
元

的
民
族
構
成
を
も
ち、

イ

ス

ラ

ー

ム

国
に

囲
ま

れ

自
ら
も

ム

ス

リ
ム

人
口

を
抱
え

る

同
国
は、

治
安

維
持
と

国
民

統
合
の

た
め

各
宗
教
を

代
表
す
る

組
織
体
を

同
じ
テ

ー

ブ
ル

に

つ

か

せ、

宗
教
間
融

和
を

促
す
諸

行
事
や

諸
制
度
の

検
討
や

立
案
に

参

画
さ

せ

た
。

そ

れ
に

よ
り

結
実
を
見

た

の

が

二

〇
〇
三

年
の

宗
教
間
融
和
宣

言
で

あ
り、

宣

言
を
実
地
に

活
か

す
宗
教

聞
融
和
サ

ー
ク
ル

（
工

RHC

＞

の

結
成
で

あ
る

。

後
者
は

各
宗

教
の

代
表
か

ら

成
り

、

定
期
的
な
会

合
を
通
じ
て

宗
教

間
理
解
を
図
ろ
う

と

す
る

機
構
で

あ
る

。

こ

れ
を

機
に

宗
教
問
の

交
流
が

促
進
さ

れ
、

祝
典

へ

の

他
宗
教

代
表
の

招
待
や、

宗
教

行
事
の

運
営
へ

の

他
宗
教
組
織
か

ら

の

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

出
動
な

ど

が

活
発
化
す
る

よ

う
に

な

っ

た
。

二

〇
〇
二

年
に

発

足
し
た

民
族
・

宗
教
間
信
頼
サ

ー

ク

ル

（
IRCC

）

は
、

全
八

四

選
挙
区
に

設
け

ら

れ
、

政
府
は
宗
教

機
関
か

ら

メ

ン

バ

ー

を

募
る

な

ど

地
域
の

「

草
の

根
的
宗
教
融
和
」

を
奨
励
し

て

い

る
。

施
策
を

吟
味
す
れ

ば
、

シ

ン

ガ
ポ
ー

ル

社
会
で

周
縁
化
さ

れ
つ

つ

あ

る

ム

ス

リ

ム

へ

の

配
慮
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が

看
取
さ

れ

る
。

　
こ

の

よ

う

な

政
府
主
導
の

意
思

疎
通
の

試
み

は、

文

字
通
り

の

宗
教
問

対
話
と

は

評
し

が

た

い
。

神
学
理

論
や

解
釈
の

次

元
を

離
れ

た

宗
教
指
導

者
同
士

の

対
面
的
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン

の

場
を
創
出
し、

人

間
同
士
の

信
頼
に

基
礎
を
お

い

た

協
調
や
相
互

扶
助
の

精
神
を

涵

養
す
る

こ

と

で
、

ネ
イ
シ

ョ

ン
・

ビ

ル

デ
ィ

ン

グ
の

現
場
に

参一
与
さ
せ

る

と

い

う
宗

教
政
策

は、

民

族
統
合
と

民
族

融
和
の

大
義
に

合
致
し

た

「

上

か

ら
の

宗
教

問
対

話
」

と

称
す
べ

き

も
の

で

あ
る

。

同
国
の

宗
教
は、

「

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

融
和
に

資
す
る

宗
教
」

を

標
榜
す
る
政

府
方

針
の

も

と
、

密
室
の

宗

教
か

ら
公

共
の

宗
教
へ

、

組

織
化
さ

れ

な

い

宗
教
か

ら

組

織
化
さ

れ
た

宗
教

へ
、

非

合
理

的
な

宗
教
か

ら

合
理

的
な

宗
教
へ

と

徐
々

に

変
貌
を
遂
げ
て

き

た
。

国
家
的
な

要

請
を

最
優
先
に
、

宗

教
の

も
つ

秘
儀
的
な

側
面
を

「

公
共
性
」

の

名
の

も
と

に

最
小

化
し、

宗
教
問
関
係
を

再
構
築
す
る
と

い

う
一

つ

の

実
験
が

行
わ

れ

て

い

る

と

解
釈
す
る
こ

と

が

で

き

る
。

文
化
と

し

て

の

宗
教

　
　

ド

イ

ツ
に

お

け
る

宗
教
シ

ン

ボ

ル

禁
止

法
論
争
か

ら

堀

彩

　
子

　
フ

ラ

ン

ス

の

よ

う
な
絶

対
的
政
教

分
離
国
と

異
な
り、

ド

イ

ツ

で

は
、

歴
史
的
に

ラ

ン

ト

が

新
旧

両
派
の

キ

リ
ス

ト

教
会
と

協
力

関
係
を

保
っ

て

き

た

こ

と
で、

公
的
領
域
か

ら

宗
教
が

排
除
さ

れ
る

こ

と

は

な
か
っ

た
。

し

か

し、

近

年、

ム

ス

リ

ム

移
民
が

急

増
し、

国
内
の

宗
教
構
成
が

変
容

し

た
こ

と
で、

現
行
の

政
教
規
定
が

作
成
さ

れ

た

際
に

は

想
定
さ
れ

て

い

な

か

っ

た
宗

教
で

あ
る

イ

ス

ラ

ー

ム

を

公

的
領
域
に

お

い

て

ど

の

よ

う
に

処
遇
す
る

か

が

重

要
な

問
題
と
な
っ

て

い

る
。

さ

ら
に
、

ド
イ
ツ

で

は

ラ

ン

ト

に

よ
っ

て

宗

教
事
情
が

大
き
く

異
な
る

と
い

う
こ

と
も、

こ

の

問
題

を
よ

り
複
雑
に

し
て

い

る
。

本

報
告
の

目

的
は、

し
だ

い

に

国
内
で

そ

の

存
在
感
を
増
し

て

い

る

ム

ス

リ
ム

移
民
に

対
し、

現
代
ド
イ
ツ

の

政
教
関

係
が

ど
の

よ

う
な
反
応
を
示
し

て

い

る

の

か

と

い

う
こ

と

を

分
析
す

る

こ

と
で

あ
る

。

具
体
的
な
事
例
と

し
て
、

ム

ス

リ
ム

の

女
性
教
員
に

授
業
中

ス

カ

ー

フ

の

着
用
を
認
め

る

か

否
か

の

判

断
か

ら

巻
き
起
こ

っ

た

宗
教
シ

ン

ボ

ル

禁
止

法
論
争
に

つ

い

て

扱
う

。

　
こ

こ

で、

こ

の

論
争
が

連
邦
レ

ベ

ル

で

議
論
さ

れ
る

き
っ

か

け

と

も
な

っ

た

ル

デ
イ

ン

事
件
裁
判
に

つ

い

て

触
れ
て

お

く。

こ

の

事
件
を

提
起
し

た

ア

フ

ガ
ニ

ス

タ

ン

出
身
の

ム

ス

リ

ム

女
性
フ

ェ

ル

シ
ュ

タ
・

ル

デ
ィ

ン

は
、

バ

ー
デ
ン
・

ヴ
ュ

ル

テ

ン

ベ

ル

ク
州
の

公

立
学

校
の

教
員
と

な

る

際
、

授
業
中
に

ス

カ

ー

フ

を

着
用
す
る

と

い

う
希
望
を

持
っ

て

い

た
。

し

か

し
、

バ

ー
デ
ン

・

ヴ
ュ

ル

テ

ン

ベ

ル

ク

州
の

シ
ュ

ト

ゥ

ッ

ト
ガ
ル

ト
上

級
教
育
庁
は、

ス

カ

ー

フ

が

文
化
的
な

隔
た

り
を

表
象
す
る

シ

ン

ボ

ル

で

あ
り、

学
校
教
育
の

現
場
で

国

家
を

代
表
す
る

存
在
と

な

る

教
員
が

そ
れ

を

着
用

す
る
こ

と

は

不

適
切
で

あ
る

と

し

て
、

彼
女
の

任
用
を

拒

否
し

た
。

ル

デ
ィ

ン

は、

こ

の

決
定
を

受
け

て
、

ド

イ

ツ

の

憲
法
に

あ
た
る

基

本
法
に

お

い

て

保
障
さ
れ
て

い

る

信
教
の

自
由
が

侵
害
さ

れ
た

と

し

て、

司
法
の

判
断
を

仰
い

だ
。

　
ル

デ
ィ

ン

事
件
は
、

行
政
訴
訟
を
経
て

最

終
的
に

連

邦
憲
法
裁
判
所
ま

で

持
ち

込
ま

れ
、

二

〇
〇
三

年
同
裁
判
所
は、

ル

デ
ィ

ン

が

ス

カ

ー

フ

を

授
業
中
に

着
用

す
る

こ

と
が

公
立
学
校
の

教

員
に

相
応
し
く
な

い

と

す
る

510（1602）
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